
相
対
評
価
を
告
発
す
る

記
者
会
見（
３
月
18
日
）

「思想調査」裁判報告集会（２月４日）

おおさか自治体の仲間　2013年４月15日　第291号 ２３ 2013年４月15日　第291号　おおさか自治体の仲間

今月のキーワード今月のキーワード
2012年版ジェンダー・ギャップ指数（GGI）④

　有期労働契約で労働者が通算５年以上働いたときは、労働者の申込みで期間の定めのない無期労働契約に
転換できるルールが４月１日から実施されています。しかし、雇用安定という本来の趣旨に反し、５年以内
で雇い止めする規定をつくる使用者があらわれ問題になっています。

今月のキーワード今月のキーワード
労働契約法改定

　日本の男女間格差が大きい理由に、女性の政治参加及び経済参加と機会が低いことがあげられます。経済
参加とその機会は102位で、女性の収入は男性の約３分の２で、非正規雇用の大半は女性が占め、管理職と
経営に関する地位では圧倒的少数です。

淀
屋
橋
駅
前
で
の
毎
月
の「
９
の
日
宣
伝
」

春の憲法学習講座―森英樹さんの講演（３月17日）

遅
れ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
し
て
、「
公
務
と
は
何
か
」
が
数
値

で
表
せ
な
い
以
上
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
職

場
に
持
ち
込
む
こ
と
は
、
職
場
と
職
員
に

矛
盾
を
も
た
ら
し
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
も

支
障
が
生
じ
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
ま
す
。

　

府
職
労
の
小
松
書
記
長
は
「
府
当
局
も

『
今
後
も
改
善
が
必
要
』
と
弁
明
し
、
職

場
の
矛
盾
や
問
題
点
を
い
っ
そ
う
明
ら
か

に
し
、
相
対
評
価
の
中
止
を
求
め
る
運
動

を
府
庁
内
外
に
広
げ
た
い
」、
市
労
組
の

田
所
書
記
長
は
「
相
対
評
価
を
や
め
さ

せ
、
住
民
に
向
い
て
仕
事
の
で
き
る
市
役

所
に
し
た
い
」
と
決
意
を
語
り
ま
し
た
。

「
再
発
防
止
の
誓
約
を
」

「
再
発
防
止
の
誓
約
を
」

府
労
委
が
大
阪
市
に
命
令

府
労
委
が
大
阪
市
に
命
令

「
思
想
調
査
」ア
ン
ケ
ー
ト

　

３
月
25
日
、
大
阪
府
労
働
委
員
会
は
、

昨
年
２
月
に
橋
下
市
長
が
業
務
命
令
で
行

っ
た
「
労
使
関
係
に
関
す
る
職
員
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
」
に
つ
い
て
、「
組
合
活
動
に

対
す
る
支
配
・
介
入
」
で
あ
る
と
断
定

し
、「
今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
な

い
」
と
い
う
文
書
を
組
合
側
に
手
交
す
る

よ
う
命
令
し
ま
し
た
。

「
仕
事
の
意
欲
に
結
び
つ
か
な
い
」

「
仕
事
の
意
欲
に
結
び
つ
か
な
い
」

「
納
得
で
き
な
い
」が
多
数

「
納
得
で
き
な
い
」が
多
数

　

３
月
18
日
、
大
阪
自
治
労
連
は
「
職
員

基
本
条
例
と
人
事
評
価
（
相
対
評
価
）
を

告
発
す
る
記
者
会
見
」
を
開
催
。
府
職
労

の
小
松
書
記
長
、
市
労
組
の
田
所
書
記
長

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
対
評
価
の
制
度
概
要

と
「
試
行
」
で
明
ら
か
に
な
っ
た
矛
盾
点

な
ど
の
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

　

大
阪
府
が
実
施
し
た
職
員
ア
ン
ケ
ー
ト

で
は
、
71
・
３
％
の
職
員
が
、
評
価
制
度

の
目
的
で
あ
る
「
資
質
、
能
力
、
執
務
意

欲
の
向
上
」
に
つ
な
が
ら
な
い
と
答
え
て

い
る
こ
と
や
、
府
・
市
と
も
に
評
価
者
が

「
職
員
に
説
明
で
き
な
い
」
と
感
じ
て
い

る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

民
間
企
業
で
も

民
間
企
業
で
も

時
代
遅
れ
の
成
果
主
義

時
代
遅
れ
の
成
果
主
義

　

成
果
主
義
に
よ
る
人
事
評
価
は
、
過
度

の
競
争
を
も
た
ら
し
、
労
働
者
の
モ
チ
ベ

ー
シ
ョ
ン
低
下
と
人
間
関
係
を
悪
化
さ
せ

る
こ
と
が
判
明
し
、
民
間
企
業
で
は
時
代

　

55
人
の
原
告
団
が
た
た
か
う
「
思
想
調

査
」
裁
判
で
も
、
実
施
主
体
が
争
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
大
阪
市
側
の
言
い
分
は
通
り

ま
せ
ん
。
橋
下
市
長
に
、
原
告
の
訴
え
を

受
け
入
れ
解
決
を
迫
る
た
た
か
い
の
強
化

が
必
要
で
す
。

憲
法
憲
法
9999
条条

踏
み
に
じ
る
安
倍
首
相

踏
み
に
じ
る
安
倍
首
相

　

昨
年
12
月
の
総
選
挙
で
「
改

憲
」
を
主
張
す
る
自
民
・
維
新
・

み
ん
な
の
党
な
ど
が
衆
議
院
の
３

分
の
２
の
議
席
を
獲
得
。
安
倍
政

権
の
も
と
で
、
改
憲
へ
の
危
険
な

動
き
が
加
速
し
て
い
ま
す
。
安
倍

首
相
は
、
施
政
方
針
演
説
で
「
憲

法
改
正
に
向
け
た
国
民
的
な
議
論

を
深
め
よ
う
」（
２
月
28
日
）
と

述
べ
、
す
で
に
「
憲
法
を
尊
重
し

擁
護
す
る
義
務
」（
憲
法
99
条
）

を
踏
み
に
じ
る
な
ど
、
改
憲
へ
の

動
き
が
活
発
に
な
っ
て
い
ま
す
。

憲
法
は「
権
力
者
を

憲
法
は「
権
力
者
を

し
ば
る
」た
め
に
あ
る

し
ば
る
」た
め
に
あ
る

　

そ
も
そ
も
日
本
国
憲
法
は
、
第

二
次
世
界
大
戦
の
反
省
の
う
え

に
、「
国
民
が
主
体
と
な
っ
て
憲

法
を
制
定
し
、
国
家
権
力
を
制
限

の
も
の
が
、
橋
下
市
長
も
し
く
は
任
命
権

者
の
名
前
で
行
わ
れ
て
お
り
、
実
施
に
関

し
て
市
の
直
接
の
関
与
が
あ
っ
た
と
し
、

調
査
項
目
が
「
労
働
者
と
組
合
」「
組
合

員
と
組
合
」
へ
の
介
入
で
あ
る
と
認
定
し

ま
し
た
。

を
行
う
」
と
発
言
を
翻
し
ま
し
た
。
府
労

委
命
令
を
拒
否
し
、
４
月
８
日
、
中
労
委

に
再
審
査
を
申
し
立
て
る
な
ど
、
自
ら
の

非
を
認
め
な
い
橋
下
市
長
の
態
度
は
無
責

任
き
わ
ま
り
な
い
も
の
で
す
。

　

今
回
、
府
労
委
は
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
そ

無
責
任
な
橋
下
市
長
に

無
責
任
な
橋
下
市
長
に

解
決
迫
る
た
た
か
い
を

解
決
迫
る
た
た
か
い
を

　

こ
れ
に
対
し
、
橋
下
市
長
は
「
大
変
申

し
訳
な
い
、
命
令
に
は
従
う
」
と
謝
罪
し

た
も
の
の
、
夕
方
に
は
「
不
服
申
し
立
て

大阪市の「思想調査」は違法　府労委が認定
〝
ア
カ
ン

〝
ア
カ
ン
も
の
は

も
の
は
ア
カ
ン
！
〞の
声
を
！

ア
カ
ン
！
〞の
声
を
！

憲
法
を「
守
り
」「
活
か
す
」共
同
を
広
げ
よ
う
！

憲
法
を「
守
り
」「
活
か
す
」共
同
を
広
げ
よ
う
！

仕事の意欲も
住民サービスも
低下させる
相対人事評価

職
員
基
本
条
例
に
よ
る

相
対
人
事
評
価
制
度

す
る
と
い
う
立
場
」
で
す
。
だ
か

ら
こ
そ
、
憲
法
99
条
で
公
務
員
に

「
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義

務
」
を
負
わ
せ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
れ
を
自
民
党
改
憲
案
で
は
、

国
民
に
「
憲
法
尊
重
義
務
」
を
負

わ
せ
る
と
い
う
ア
ベ
コ
ベ
の
内
容

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

本
末
転
倒
の
改
憲
な
ど
許
さ
れ
る

は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

改
憲
勢
力
に「
ノ
ー
」の
声
を
！

改
憲
勢
力
に「
ノ
ー
」の
声
を
！

　

安
倍
首
相
は
参
議
院
選
挙
を
意

識
し
て
、
憲
法
「
改
正
」
の
手
続

き
（
96
条
）
の
改
憲
を
打
ち
出
す

だ
け
に
と
ど
め
、
国
民
主
権
を
否

定
し
「
戦
争
で
き
る
国
」
づ
く
り

に
国
民
を
組
み
こ
も
う
と
す
る
真

の
狙
い
を
隠
ぺ
い
し
て
い
ま
す
。

　

５
月
３
日
・
５
月
17
日
に
は
憲

法
が
テ
ー
マ
の
講
演
会
が
開
催
さ

れ
ま
す
。
憲
法
の
精
神
を
学
び
、

改
憲
の
動
き
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
る

共
同
を
広
げ
、
参
議
院
選
挙
で

「
改
憲
ノ
ー
！
」
の
声
を
突
き
つ

け
ま
し
ょ
う
。

５月３日（金・祝）　13：00～
「５・３憲法のつどい＆パレード」
会場：エルおおさか（資料代：500円）

５月17日（金）　18：30～
九条の会・おおさか講演会
　作家・赤川次郎さんが語る
　「エンタテインメントの中の戦争」
会場：中之島･中央公会堂（参加費：1000円）

国民主権の国民主権の
否定は否定は
許されない許されない!!

憲法は
政府への
命令書


